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年
収
合
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1
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月
額
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合
計
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養
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(
注
）

l
裁
判
官
及
び
検
察
官
の
項
中
、
「
判
｣
、
「
補
｣
、
「
簡
｣
、
「
検
｣
及
び
｢
副
｣
は
､
そ
れ
ぞ
れ
判
事
､
判
事
補
､
簡
易
裁
判
所
判
事
､
検
事
及
び
副
検
事
を
示
し
､
○
印
は
､
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
第
1
5
条

の
報
酬
又
は
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
3
条
の
俸
給
を
､
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
､
前
記
両
法
律
別
表
の
号
を
示
す
。

2
地
域
手
当
は
､
東
京
都
(
特
別
区
)
(
支
給
割
合
:
2
0
％
)
の
場
合
の
月
額
に
よ
る
(
東
京
都
(
特
別
区
)
は
1
級
地
に
該
当
)
。

3
扶
養
手
当
は
､
配
偶
者
(
3
,
0
0
0
円
)
及
び
子
1
人
(
1
1
,
5
0
0
円
)
を
扶
養
親
族
と
す
る
場
合
の
月
額
に
よ
る
。

4
初
任
給
調
整
手
当
は
､
畠
l
l
検
事
に
は
支
給
さ
れ
な
い
。

5
「
補
5
,
簡
1
0
､
検
1
3
,
副
8
｣
か
ら
｢
補
1
2
,
簡
1
7
,
検
2
0
,
副
1
5
｣
ま
で
の
｢
月
額
の
合
計
｣
及
び
｢
年
収
合
計
額
｣
の
各
欄
は
､
初
任
給
調
整
手
当
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
の
額
を
掲
げ
た
。

6
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
は
､
各
支
給
月
ご
と
の
月
額
を
掲
げ
た
。

た
だ
し
、
「
高
裁
長
官
｣
及
び
｢
次
長
検
事
･
検
事
長
｣
以
上
の
者
は
､
期
末
手
当
(
3
.
4
5
月
分
)
の
み
で
､
勤
勉
手
当
の
支
給
は
な
い
｡
ま
た
、
「
判
1
～
8
｣
、
「
簡
○
～
4
｣
、
「
検
1
～
8
｣
及
び
｢
副
○
～
2
｣
の
者
は
、

期
末
手
当
(
1
.
3
2
5
月
分
)
及
び
勤
勉
手
当
(
2
．
1
2
5
月
分
)
を
、
「
補
1
～
4
｣
、
「
簡
5
～
9
｣
、
「
検
9
～
1
2
｣
及
び
｢
副
3
～
7
｣
の
者
に
つ
い
て
は
､
期
末
手
当
(
2
．
1
月
分
)
及
び
勤
勉
手
当
(
2
.
5
月
分
)
を
、
「
補

5
｣
、
「
簡
1
0
｣
、
「
検
1
3
｣
及
び
｢
副
8
｣
以
下
の
者
に
つ
い
て
は
､
期
末
手
当
(
2
．
5
月
分
)
及
び
勤
勉
手
当
(
2
．
1
月
分
)
を
そ
れ
ぞ
れ
掲
げ
た
。

な
お
､
こ
れ
ら
の
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
給
与
に
は
、
「
補
2
｣
、
「
簡
7
｣
、
「
検
1
0
｣
及
び
｢
副
5
｣
以
上
の
者
に
つ
い
て
は
報
酬
又
は
俸
給
月
額
の
2
5
％
を
、
「
補
3
,
4
｣
、
「
簡
8
，
9
｣
、
「
検
1
1
,
1
2
｣
及
び
｢
副

6
，
7
｣
の
者
に
つ
い
て
は
報
酬
又
は
俸
給
月
額
の
1
5
％
を
加
算
し
た
上
､
こ
れ
ら
の
者
に
つ
い
て
は
更
に
報
酬
又
は
俸
給
月
額
に
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
を
加
え
た
額
の
2
0
％
を
加
算
し
、
「
補
5
～
8
｣
、
「
簡
1
0

～
1
3
｣
、
「
検
1
3
～
1
6
｣
及
び
｢
畠
l
1
8
～
1
1
｣
の
者
に
つ
い
て
は
報
酬
又
は
俸
給
月
額
に
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
を
加
え
た
額
の
1
5
%
を
、
「
補
9
，
1
0
｣
、
「
簡
1
4
,
1
5
｣
、
「
検
1
7
,
1
8
｣
及
び
｢
副
1
2
,
1
3
｣
の
者
に

つ
い
て
は
報
酬
又
は
俸
給
月
額
に
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
を
加
え
た
額
の
1
0
％
を
、
「
補
1
1
,
1
2
｣
、
「
簡
1
6
,
1
7
｣
、
「
検
1
9
,
2
0
｣
及
び
｢
副
1
4
～
1
6
｣
の
者
に
つ
い
て
は
報
酬
又
は
俸
給
月
額
に
こ
れ
に
対
す

る
地
域
手
当
を
加
え
た
額
の
5
％
を
加
算
し
た
。

画つ


